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神戸市指定障害福祉サービス事業者に対する運営指導業務委託 

 実施要領（公募型プロポーザル） 

 

１ 案件名称 

神戸市指定障害福祉サービス事業者に対する運営指導業務委託 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」

という。）第９条第１項及び第 10 条第１項に基づき実施している指定障害福祉サービス事業

者に対する運営指導の一部業務（以下、「訪問調査等」という。）について、兵庫県が指定す

る指定事務受託法人（以下、「受託者」という。）に委託することで、自立支援給付対象サー

ビス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を一層推進する。 

また、訪問調査等の委託に当たっては、受託者が有する事業者支援に関するノウハウや障

害福祉サービスに関する幅広い知識と経験、専門性を活用するため広く企画提案を募集する。 

（２）業務内容 

訪問調査等業務（別紙「仕様書」のとおり） 

（３）事業規模（契約上限額） 

金 2,640万円（消費税及び地方消費税含む） 

（４）訪問調査等実施件数 

150件以上 

（５）契約期間 

令和７年４月上旬～令和８年３月 31日 

※令和７年４月上旬～同年６月下旬までは事前準備・研修期間とし、同年７月上旬以降、

訪問調査等を行う。 

（６）履行場所 

神戸市内の障害福祉サービス事業所等 

（７）費用分担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、本市

は契約金額以外の費用を負担しない。 

（８）市側から提供する資料、貸与品等 

訪問調査のための法人情報や自立支援給付のデータ等を提供する。 

 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕

様書及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約

締結をしないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受託者の請求に基づいて以下の金額を支払うこととする。 

支払時期（予定） 支 払 対 象 支 払 金 額 

令和７年10月 令和７年７月～９月分 委託料の12分の４（1,000円未満の端数切

捨て） 

令和８年１月 令和７年10月～12月分 委託料の12分の４（1,000円未満の端数切

捨て） 

令和８年４月 令和８年１月～３月分 委託料から市が既に支払った金額を差し

引いた額 
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（３）契約書案 

・総価契約（訪問調査等実施件数が 150 件を下回った場合は、委託契約額を 150 で除した金

額に、実施件数を乗じた金額を実績額とし、精算を行う。） 

・別紙（頭書及び委託契約約款）参照 

（４）契約保証金に関する事項 

契約保証金の額は、神戸市契約規則第 24条第１項の規定により契約金額の 100分の３以上

の額とする。ただし、神戸市債又は国債の提供をもって契約保証金に代えることができる。 

また、履行保証保険契約の締結を行った場合、その他、規則第 25条の規定に該当する場合

は、契約保証金の納付は免除する。 

（５）その他 

本契約に係る公募選定及び契約の締結は令和７年度の神戸市一般会計予算の成立を前提と

する。 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に

関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

（１）法人格を有していること。 

（２）障害者総合支援法第 11条の２第１項に規定する指定事務受託法人の指定を現に受けてい

ること又は令和７年３月 31日までに受ける見込みであること。 

（３）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しないものであること。 

（４）参加申請時において、引き続いて１年以上営業等を行っており、かつ、次に掲げるもの

を滞納していないこと。 

・法人税、消費税、地方消費税（神戸市内に法人本部または事業所を設置している場合は

加えて）神戸市内事業所等の法人市民税及び固定資産税 

（５）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再

生計画認可の決定されているものを除く。）でないこと。 

（６）参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名停止

基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 

（７）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていない

こと。 

（８）直近５年間に、法人運営に関し、神戸市内外を問わず、国・都道府県・市町村からの改善

命令や効力停止、取消し等の処分を受けていないこと（上記（６）を除く）。 

（９）直近５年間に、本市又は他都市から運営指導業務を受託している場合、契約に基づく内

容を履行できていること。 

（10）訪問調査に従事する者は、障害福祉サービス事業者等での従事経験がある者又は関連法

に係る行政経験のある者など、相当の知識及び経験を有する者等を配置すること。 

（11）直近５年間に、運営指導の対象となる事業所と利益相反関係にならないこと。 

① 企画提案者（法人）が、直近５年間に経営又は運営に携わったことのある事業所は、運

営指導の対象とすることができない。この場合、企画提案者は事前に本市に申し出なけ

ればならない。 

② 運営指導に従事する者が、直近５年間勤務したことのある事業所は、運営指導の対象と

することができない。この場合、企画提案者は事前に本市に申し出なければならない。 

 

５ スケジュール 

（１）公募開始    令和７年２月18日（火） 

（２）参加申請・質問票の提出期限  令和７年３月５日（水） 

（３）質問回答（参加申請者に対して）  令和７年３月10日（月） 
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（４）企画提案書等の提出期限      令和７年３月24日（月） 

（５）企画提案書等の審査      令和７年３月下旬 

（６）選定結果通知       令和７年３月下旬 

（７）契約締結・事業開始   令和７年４月上旬（予定） 

（８）事業完了    令和８年３月31日（火） 

 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）参加申請及び質問回答等 

① 受付期間 令和７年３月５日（水）17時必着 

② 提出書類 参加申請書・質問票 

※期限内に参加申請書の提出がない場合は、企画提案書等の提出はできません。 

③ 提出方法 ８（２）に記載のＥメールアドレス宛にデータ（Word形式）で送付 

※Ｅメール送信後、電話連絡をすること。 

④ 参加資格の決定及び質問の回答  令和７年３月 10日（月）までに参加申請者に回答 

（２）企画提案書等審査書類の提出 

① 提出物（様式及び記載内容等） 

・様式１（企画提案書等審査書類確認書）に記載する書類をＡ４版で提出すること。 

・様式１～10については、本市が指定するとおりとする。 

・企画提案書（様式５～10）の枚数は、20ページ以内とする。 

② 提出方法 

・正本１部を下記８（２）に記載の提出先まで持参又は郵送により提出すること。 

・企画提案等審査書類のデータを作成し、下記８（２）に記載のＥメールアドレス宛に 

データ（Word又は PDF形式）で送付すること（Ｅメール送信後、電話連絡をすること）。 

・送付データのうち、企画提案書（様式５～10）は、マスキング有・無のデータを作成す 

ること。また、マスキングは匿名性を確保するため、応募事業者の名称及び代表者名 

について行うこと。 

③ 受付期間 

・令和７年３月 11日（火）から３月 24日（月）17時（必着） 

・持参により正本 1部を提出する場合は、神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条 

例第 28号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く９時～12時、13時～17時と 

する。 

 

７ 選定に関する事項 

（１）選定基準 

   審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

      配点 

１ 法人の対応・体制・信用性 20 

  ① 経営の健全性、安定性（財務指標の評価) 
 

  ② ・法律問題、苦情など緊急事案に対応する法人体制及び取組 
 

・法人としてのコンプライアンス体制 

 ③ 個人情報の取扱いに関する法人体制及び取組  

  ④ 法人の理念及び方針（福祉の基本理念に則したものを有しているか） 
 

２ 運営指導（訪問調査等）に際しての取組方針・考え方 15 

  ① 訪問調査の趣旨を踏まえて、訪問調査の際の事業者対応における留意すべ

き事項についての考え 

 

  ② 訪問調査の際、不適切な事業所運営や虐待が疑われる事案があると判断し

た場合の留意点 
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３ 訪問調査等遂行能力 30 

  ① 地方自治体から受託した以下の事業の実績（令和２年度以降） 

ア．運営指導（障害者総合支援法（第 10条第１項）や児童福祉法（第

57条の３の２第１項）などに基づく運営指導の業務委託（訪問調査）） 

イ．介護保険法（第 23条）に基づく運営指導の業務委託（訪問調査） 

ウ．要介護認定調査（介護保険法第 27 条第２項）や介護給付等に要す

る費用の適正化のための事業（ケアプランの点検を含む）（介護保険

法第 115条の 45第３項第１号）など介護保険サービスの事業 

 

  ② 本事業に要する職員確保の想定 
 

ア．資格・勤務経験年数・勤務先サービス種別 

イ．人数（専従・兼務） 

ウ．班体制（例：１班●人×●班） 

エ．年間訪問調査件数（例：●か所） 

オ．１週間当たり訪問調査頻度（例：●班で●事業所） 

 ③ 本事業の事業実施体制（スケジュール・進捗管理、実現性） 

１か月あたり訪問調査の実施計画や訪問調査等報告書の作成および進捗

管理 

 

  ④ 本事業の対象となる障害福祉サービスに係る人員基準、設備及び運営に関

する基準や加算要件等についての職員研修 

 

４ 業務改善提案 10 

    訪問調査の効率化・件数増及びこれに対する品質向上に向けた人材育成や

DX 化などの提案 
 

５ 価格 
15 

    価格（消費税含む）を合計件数で除し、１件当たりの価格を算出し（小数

点以下を切捨て）、以下の計算式に基づき算出する（最低提案価格を 15点

とする） 

価格点＝15×（最低提案単価÷提案単価） 

※小数点第一位を四捨五入 

 

６ 地元（神戸市内本店・支店） 10 

    神戸市内に本社・支店を設けているか 
 

    合計 100 

 

（２）選定方法 

① 本企画提案の審査については、神戸市指定障害福祉サービス事業者に対する運営指導

業務事業者選定委員会が行い、その意見を受けて選定する。 

② 選定委員は、評価基準に沿って企画提案書の審査を行う。 

③ 審査の結果、評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、「２．運営指導（訪問調査等）

に際しての取組方針・考え方」と「３．訪問調査等遂行能力」の合計評価点が高い方を

契約候補者として選定し、合計評価点が第２順位の者を次点とする。 

  合計評価点が同点で契約候補者が複数となる場合は、「５．価格」の評価点が高い方を

契約候補者として選定する。 

 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

② 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 
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③ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示する

こと 

④ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

⑤ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

 

（４）選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホームペー

ジに掲載する。 

 

８ その他 

（１）提案に要する費用、条件等  

① 企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

② 採用された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法

人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

③ すべての企画提案書は返却しない。 

④ 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない（神

戸市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

⑤ 期限後の提出、差し替え等は認めない。 

 

（２）提出先、問合せ先 

〒650－8570 神戸市中央区区加納町６－５－１ 

神戸市福祉局監査指導部障害福祉サービス指導監査担当 

電話番号 078-322-5232 

E - m a i l shido-s3237@city.kobe.lg.jp 


